
・医療費控除の申告などのため、確定申告をした又は住民税の申告をした。

ふるさと納税ワンストップ特例制度の申請について

　平成27年4月に創設された「ふるさと納税ワンストップ特例制度」につきまして、制度の適用を希望される場合には、下記

に記載の内容をご確認いただき、ご希望の申請方法にて寄附翌年1月10日までに申請をお願い申し上げます。

　なお、申請書提出後、記載内容に変更があった場合には、寄附翌年1月10日までに、所定の様式による変更手続きが必要と

なりますので、下記担当までお問い合わせ願います。

～ 【ご注意】ワンストップ特例を申請しても適用されない場合があります ～

・年内（1月～12月）を通し、「ふるさと納税」を行う先（地方公共団体）が6箇所以上だった。

・寄附した翌年の１月１日の住民税課税住所が申請書に記載された市町村でなくなったにもかかわらず、

変更の届出がされていない。

はい

はい

はい

本人確認書類 個人番号確認書類

マイナンバーカード添付（両面コピー）

申請情報と

同じ情報記載

顔写真あり

マイナンバーカード（表）

個人番号が

はっきり

読み取れる名前・生年月日が

はっきり読み取れる

マイナンバーカード（裏）

申請書郵送

いいえ

申請書及び確認書類の郵送は不要です ※別紙をご確認くださいｵﾝﾗｲﾝ申請

※オンライン申請または申請書郵送いずれかの方法で申請してください。
マイナンバーカード

をお持ちですか

本人確認書類 個人番号確認書類

1.マイナンバー通知カードまたは個人番号記載の住民票添付（コピー）

2.免許証又は住所記載有パスポートなどの顔写真付き書類添付（コピー）

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合
通知カードは個人番号確認書類としてご利用できません。

申請書郵送

追記がある

場合は必須

はっきりと

読み取れる
顔写真あり

運転免許証等（裏） 運転免許証等（表）

「通知カード」と

記載あり

個人番号

記載あり

マイナンバー通知カード 住民票

本人確認書類（2点以上必要） 個人番号確認書類

1.マイナンバー通知カードまたは個人番号記載の住民票添付（コピー）

2.年金手帳など、公的書類２種類以上添付（コピー）

※通知カードの氏名、住所等が住民票の記載事項と一致しない場合
通知カードは個人番号確認書類としてご利用できません。

申請書郵送

・国民年金手帳

・印鑑登録証明書

・戸籍の附票の写し（謄本もしくは抄本も可）

・国税、地方税、社会保険料、公共料金の領収書 等
マイナンバー通知カード 住民票

「通知カード」と

記載あり

個人番号

記載あり

いいえ

公的機関発行の

顔写真付き

本人確認書類

をお持ちですか

・運転免許証

・パスポート

（住所記載有）

・身体障害者手帳

・療育手帳 他

【ワンストップ特例申請に関するお問い合わせ先】

　〒838-0198　福岡県小郡市小郡255番地1

　小郡市 環境経済部 商工観光課

　電話：0942-73-9103（内線148）

　8：30～17：00（土日祝日、12月29日～1月3日を除く）


